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内
閣
委
員
会
）

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
域
の
活
力
の
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
域
再
生
に
資
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す

る
者
等
が
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
地
域
再
生
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
及
び
地
域
再
生
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
地
域
再
生
に
資
す
る
事
業
に
対
し
て
貸
付
け
を
行
う
金
融
機
関
に
対
す
る
地
域
再
生
支
援

利
子
補
給
金
の
支
給
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
目
標
達
成
の
た
め
に
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る

雇
用
機
会
の
創
出
そ
の
他
地
域
再
生
に
資
す
る
経
済
的
社
会
的
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
業
を
行

う
の
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
事
業
（
以
下
「
地
域
再
生
支
援
貸
付
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
銀
行
そ
の
他
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
金
融
機
関
（
以
下
単
に
「
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
。

二
、
地
域
再
生
に
資
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
等
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
地
域
再
生
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
提

案
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
地
域
再
生
に
資
す
る
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
等
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
地
域
再
生
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
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を
要
請
す
る
こ
と
や
自
己
を
地
域
再
生
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
と
し
て
、
次
の
と
お
り
地
域
再
生
支
援
利
子
補
給
金
の
支
給

に
つ
い
て
追
加
す
る
。

１

政
府
は
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
域
再
生
支
援
貸
付
事
業
を
行
う
金
融
機
関
で
あ
っ
て
、
当
該
計

画
に
係
る
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
貸
付
事
業
の
適
正
な
実
施
の
確
保
を
考
慮
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
計

画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
と
き
は
、
当
該
貸
付
け

に
つ
い
て
利
子
補
給
金
（
以
下
「
地
域
再
生
支
援
利
子
補
給
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
旨
の
契
約
を
当
該
指
定
金
融

機
関
と
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
域
再
生
支
援
利
子
補
給
金
の
支
給
に
係
る
限
度
額
、
支
給
額
及
び
年
限
並
び
に
１
の
指
定
に
関
す
る
手
続
き
そ
の
他

所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
特
定
地
域
雇
用
等
促
進
法
人
に
対
す
る
寄
附
等
に
係
る
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
の
規
定
を
削
除
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
又
は
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
五
に
掲
げ
る
事
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項
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
ま
た
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
。


